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3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリツクコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて
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5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂
に返還すべきことについて
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上記の質問項目についてご回答は6月 3興までに書面により同封の封書
にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の
内容については、草の根ニユースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開
させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ
りましたら、備考欄にお書きください。

会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)
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会派 ◆議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)
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″て、1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ

とについて

2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、

これを市民に公開すべきこと、また、会計帳簿の

様式を統一すべきことについて

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事

件のよう松ことの再発防上のためのルールを運用

指針に盛り込むべきこと、その際パブリックコメン

トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき

ことについて
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笏外巾 りルヽ4.4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専

門委員会などチエツク体制を構築すべきことにつ

いて
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形歿4才多籐″.寃魚レてヽ`〈竹f″て/1.5、 2018年度以降の支出について今回の判決で

違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂

に返還すべきことについて

上記の質問項目についてご回答は6月 3固までに書面により同封の封書

にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の

内容については、草の根ニュースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開

させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ

りましたら、備考欄にお書きください。
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回 答 用 紙 回答日 5月 30日

町田市議会 自由民主党会派 代表 石川好忠会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)

裁判結果を踏まえ政務活動費使途規準の運用指針について、

然るべき委員会で審議してまいります。1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ

とについて

裁判結果を踏まえ政務活動費使途規準の運用指針について、

然るべき委員会で審議してまいります。2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、

これを市民に公開すべきこと、また、会計帳簿の

様式を統一すべきことについて

裁判結果を踏まえ政務活動費使途規準の運用指針について、

然るべき委員会で審議してまいります。
3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事

件のようなことの再発防上のためのルールを運用

指針に盛り込むべきこと、その際パブリックコメン

|卜など、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
:ことについて

審議する委員会で決めて参ります。

4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専

門委員会などチエツク体制を構築すべきことにつ

いて

然るべき委員会で政務活動費使途規準の運用指針審議結果を

踏まえ対応してまいります。
5、 2018年度以降の支出について今回の判決で

違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂

に返還すべきことについて

上記の質問項目についてご回答は6月 3日までに書面により同封の封書

にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の

内容については、草の根ニュースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開

させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ

りましたら、備考欄にお書きください。
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会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください) ユ|ぎ来3黎 Lっく3/A
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質問要旨 回答

1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ
とについて
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2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、
これを市民に公開すべきこと、また、会計帳簿の
様式を統一すべきことについて

ォ、ヽろべ■4彙/会 で接多誤し

素彙討しマよヽヽソざフ。

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリックコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて

裁ィtl、各果z発玖驚:舞
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4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専
門委員会などチェック体制を構築すべきことにつ
いて ノ孝スにしく変幹てて'裁討して~[Flソブ

5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂
に返還すべきことについて
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回 答 用 紙 回答日∫月ン 日

上記の質問項目についてご回答は経鶯阜撼までに書面により同封の封書
にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の
内容については、草の根ニュースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開
させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ
りましたら、備考欄にお書きください。
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回答用紙

会派名 日本共産党

(細野龍子、殿村健一、佐々木智子、田中美穂 )

質問要旨 解答

1、 証憑類に支出 した議員の名

前を明記すべきことについて

政務活動費は、会派に支出されてお り、日本共産党

会派は、会派として支出するものに限定 して支出して

いるため、証憑類の名前は会派名で記入 している。

町田市議会において、個人で支出した証憑類につい

ては、名前を明記することを今後検討すべきである。

2,会計帳簿については支出 し

た議員名を記録 し、これを市民

に公開すべきこと、また会計帳

簿の様式を統一すべきことにつ

いて

会計帳簿については現在すでに書式が統一されて

いるが、会計帳簿においても、証憑類 と同様に支出し

た議員の名前を明記するように検討すべきであるЭ

3,「議会改革調査特別委員会」

を置いて今回の事件のようなこ

との再発防止のためのルールを

運用指針に盛 り込むべきこと、

その際パ ブリックコメ ン トな

ど、市民意見を反映させる手続

きをふむことについて

「政務活動費ノ`ンドブック」は、今回の裁判の結果

とともに、市民の考え方も踏まえたうえで改善 してい

くべきであり、しかるべき委員会において早急に検討

すべきである。その際、パブリックコメントや市民ア

ンケー トなどを実施することを検討 していく。

4,上記 3に関連 して、外部の専

門家などによる専門委員会等チ

ェック体制を構築すべきことに

ついて

政務活動費の支出については、市民に公表すること

により、各会派や議員が自ら公正な支出に努めるべき

と考える。

また、町田市監査委員会の監査を受けるとともに、

外部の専門委員会等チェック体制の構築についても

検討すべきと考える。

5, 2018年 度以降の支出に

ついて今回の判決で違法とされ

た支出と同様の支出についてこ

れを市に返還すべきことについ

て

「政務活動費ハンドブック」及び裁判の判決に基づ

き、政務活動費を適正に支出しているか点検 し、間

題があれば返還すべきである。

日本共産党会派 としては、2018年 度以降も会派

として支出するものに限定 して政務活動費を活用 し

てお り、今後も踏襲 していく。



回 答 用 紙 回答日∫月∂θ日

会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)

あ明つとむ
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質問要旨 回答

1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ
とについて

フ周夕乙してヵ＼よゎな■、しえ、、ヽ多ず′

2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、
これを市民に公開すべきこと、また、会計帳簿の
様式を統一すべきことについて

|るの名旱亥多て``建ム
｀
0才tうとそえる́

Z｀夕|ツ賓湯密の率人
｀
(こ と″●れて、ヽる。

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリツクコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて

% く こ̀れか桟笏,■ 九ん伊て,ル″ル次
二 lt矛り得む′

クのそ蜂ι手上と静ん■ノヽθフ`シメと♯多壺笙する。

4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専
門委員会などチェック体制を構築すべきことにつ
いて

7の子孝タナ上を嬌妥_に ,ルつダイタJを

イ4条ず多ぐとtt矛り懇む。

5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂
に返還すべきことについて

ハロのイd人に従って.又多な返崚1と
する。

上記の質問項目についてご回答は盛厨慇餞までに書面により同封の封書
にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の
内容については、草の根ニユースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開
させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ
りましたら、備考欄にお書きください。
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ロ 答 用 紙 回答日 び月8日

上記の質問項目についてご回答は6馬 3日までに書面により同封の封書
にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の
内容については、草の根ニュースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開
させていただ<予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ
りましたら、備考欄にお書きください。

備考

会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)
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質問要旨

1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ
とについて

政務活動費は会派に対する支給なので、今まで個人名を記載して

こなかった経緯があったものと理解していますが、2023年度 公

開分より支出者が分かるように対応を検討します。

2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、
これを「:テ民に公開すべきこと、また、会計帳簿の
様式を統一すべきことについて

碁計帳簿の様式]ま統竺
‐
t'完電
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1の国答と同じく2023年度 公開分 より

応を検討します。

ていると理解 しています。

支出者が分かるように対

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリックコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて

4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専
門委員会などチェック体制を構築すべきことにつ
いて

5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂
に返還すべきことについて

回答

諸派は会派ではないので議特に委員を送 り込むことはできません

が、翻T田市議会として第 17期町田市議会改革特別委員会の場でル

ール改正の議論をしていくことは必要と考えます。この場で市民

意見を反映させることが可能かどうかも併せて議論すべきと考え

ます。

委員になることはできませんが、市民の声を積極的に集め市民意

見を把握していくことは重要であると考えており、なんらかの形

で広く市民の声を聞けるような取 り組みができないか検討をして

おります。

第 17期町田市議会改革特別委員会の場で、外部によるチェックが

可能かどうかの議論も進めて行くべきと考えます。外部チェック

体制の構築にかかる費用についても税金から支払われるものにな

ると考えた時、ルールの改正や情報公開のあり方を改善すること

で新たな費用をかけずにチェック機能を働かせるようなことがで

・~…・
きれば、そのような手法でも良いと考えます。当然、それだけでは

違切な利用が実現できない (連切な利用がされているのか市民が

確認できない)と なった場合には、外部の専門家チェックなどの

体制を構築すべきと考えます。

今回の判決を指針として、返還が必要と思われるものは修正手続

きを進めてまいります。



回 答 用 紙 回答日 ι月 /日

会派・議員名
(会派名と、所属議員名をお書きください)

3渚 )k  ttK口 しワ::る ｀

質問要旨 回答

1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ
とについて
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2、 会計帳簿については支出した議員名を記録し、
これを市民に公開すべきこと、また、会計帳簿の
様式を統一すべきことについて

貧 ます中長埓 に あ
tt(で

t口月″ t,じ ^予 え t二 aP』 すだ3Y

考えヱす。 貪alwi善 の手ギ、グヾ (1矛 充―ぎ件ておしノヱ丁。

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリツクコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて

こ義父ιダ`子:)可A♯ f Zι J巧卜良ち≧tiJデ く`、舟資;子 力たの

しヽ~1呼 設、ヽナ
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4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専
門委員会などチェック体制を構築すべきことにつ
いて

石 議裁者 等 の第 3者 ι二ようテェ,./ク 機 台[【 穀 たヽ

■̀
tI重 ウで1あ ろ̀

考
えますο

5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれを脂
に返還すべきことについて

↑画の判
'ス

11亮 tl、 rギゴiろ 〔ユ蛭過 ずへ``ン'満
「`と
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上記の質問項目についてご回答は曇爾撃爾までに書面により同封の封書
にて送付下さいますよう、お願いいたします。当質問状並びにご回答の
内容については、草の根ニユースとHPのほか、マスコミの皆様にも公開
させていただく予定でおります。なお、質問項目以外に、何かご意見があ
りましたら、備考欄にお書きください。
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